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業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況の概要

(1) 業務の適正を確保するための体制

① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ）

定款に則って行動することを徹底する。
ⅱ）

機能別の管理会議体・委員会で、総合的に検討したうえで意思決定を行う。

委員会には監査役の出席を得るとともに、監査役による重要書類の閲覧の機会を常時確保する。
ⅲ）

周知徹底をはかる。
ⅳ）

窓口を設置し、取締役のコンプライアンスに関わる重要事項の早期発見に努める。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

作成､保存および管理し、必要に応じて常に閲覧、検証できる状態を維持する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ⅰ）

規程に基づき適切に付議し、事業機会とリスクを評価し合理的判断のもと意思決定する。
ⅱ）

報告の信頼性確保に取り組む。また、情報開示委員会を通じて、適時適正な情報開示を確保する。
ⅲ）

作成・配付、研修の実施、業務監査等を行い、全社的管理を行う。
ⅳ）

損失に備えて保険付保等の対応をとる。
ⅴ）

処置を講じるとともに必要な情報開示を速やかに行う。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ⅰ）

確認する。
ⅱ）

DR（デザインレビュー）制度のもと、各事業の事業長が管理する。

⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ）
はかる。

ⅱ）

実施等により確認する。
ⅲ）

防止に努める。

使用人に対して社外弁護士を受付窓口とする「企業倫理相談窓口」をはじめとした複数の相談

取締役に必要とされる法知識、求められる義務と責任に関して、新任役員研修および都度実施する
役員法令講習会等によって、識見を高め意識の向上をはかり、取締役が法令、法の精神および

業務執行にあたっては、取締役会、経営会議、マネジメントコミッティおよび組織横断的な

これらの会議体・委員会への付議事項は規程に定め、適切に付議する。また、主要な会議体・

企業倫理、コンプライアンスおよび危機管理に関する重要課題について、ＣＳＲ委員会および
機能別の管理会議体・委員会にて適切に審議しリスクへの対応をはかる。また、取締役および
使用人の行動規範として「豊田自動織機 社員行動規範」を策定し、あらゆる企業活動の前提として

方針管理制度のもと、中期経営計画および年度毎の会社方針を策定し、これに基づき、各事業は、

取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、保存する情報の対象の特定､作成責任
部署､保存責任部署､保存方法､保存期間等について定めた社内規程ならびに法令に基づき､適正に

予算制度等により資金を適切に管理するとともに、稟議制度等により重要度に応じて決裁権限者
および業務執行責任者を定め、業務および予算の執行にあたってのリスク管理を行う。大規模な
投資等の重要案件については、取締役会およびマネジメントコミッティへの付議基準を定めた

財務リスクを明確にして、それに対する統制活動を文書化し、その実施状況を確認するなど、財務

品質、安全、環境、人事労務、情報セキュリティ、輸出取引管理等のコンプライアンスとリスクに
ついて、各事業は、事業長の義務と責任において体制を整備し日常管理を行う。機能別の管理
会議体・委員会および本社機能各担当部署は必要に応じて、会社規則の制定、マニュアルの

災害等の発生に備え、マニュアルの整備や訓練を行うほか、必要に応じて、リスク分散措置並びに

リスクが顕在化して重要問題が発生した場合には、リスク対応マニュアルに則って適切な対策、

事業長の責任において事業部方針・利益計画・各組織の実施事項等を明確にし方針管理・
日常管理を行う。その業務執行状況については、取締役会、経営会議、社長現場点検等で

新製品の開発、システム開発、生産ラインの新設等については、その品質・コスト・納期を確保する
ために、商品企画から製品設計、生産準備、生産移行、初期生産等における審査ステップを設けた

「豊田自動織機 社員行動規範」を周知し、重要事項について研修や職場ミーティング等で徹底を

各組織における職務分掌と責任権限の明確化をはかるとともに、業務プロセスの中にコンプライ
アンスとリスク管理のしくみを組み込む。その実効性については、業務監査および自主点検の

使用人に対して社外弁護士を受付窓口とする「企業倫理相談窓口」をはじめとした複数の相談
窓口を設置し、使用人のコンプライアンスに関わる問題の早期発見および事前相談による未然
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⑥ 株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

ⅰ）

整備と運用をはかる。
ⅱ）

適正性と適法性を確認する。
ⅲ）

子会社の主管事業部等および子会社を支援する。
ⅳ）

体制として、関係会社管理規則を整備、運用する。
ⅴ）

取締役および使用人のコンプライアンスにかかわる問題の早期把握と解決に努める。

⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役室員を複数名置く。

⑧ 前号の使用人の取締役からの独立性、および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

ⅰ）
ⅱ）

収集に協力する。

⑨ 取締役及び使用人、子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査役に
　　報告をするための体制

ⅰ） 取締役および使用人は、監査役の求めに応じ、業務執行状況の報告を定期または都度行うとともに、
会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査役に報告する。

ⅱ）

監査役に報告する。
ⅲ）

取り扱いを行わないよう、しくみを整備、運用する。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

外部人材の直接任用等、監査役の職務に要する費用を負担する。

取締役は、その責任のもと、当該子会社の業務執行の適正性と適法性を確保する内部統制の

子会社を管理監督する主管事業部等は、当社の基本理念、行動規範、会社方針、事業部方針、
財務・品質・安全・環境・人事労務等に関わる重要な方針等を各子会社に展開し、子会社の

監査役への報告を理由として、当社又は子会社の取締役および使用人に対する不利益な

子会社の主管事業部等は、子会社の取締役、監査役および使用人との定期または随時の情報
交換および当社より派遣する非常勤取締役による経営の監督を通じて、子会社取締役の業務の

当社の本社の機能各部は、子会社への重要な方針の展開、内部統制の整備等において、

子会社の取締役および使用人が、当該子会社の経営上重要な事項について当社へ報告する

子会社の取締役および使用人に対して、当社の「企業倫理相談窓口」の利用を促すとともに、
子会社が設置する内部通報窓口への重要な通報案件を当社に報告することを求め、子会社の

監査役の職務を補助する専任の組織として監査役室を設け、取締役の指揮命令に服さない、

監査役室員の人事については、事前に監査役会又は監査役会の定める常勤監査役の同意を得る。
当社又は子会社の取締役および使用人は、監査役の指示に基づく監査役室員の調査、情報

子会社の取締役および使用人は、監査役の求めに応じ、都度監査役に業務の報告を行う。また、
子会社の主管事業部等および本社の機能各部は、子会社の経営上重要な事項について、適宜

主要な役員会議体には監査役の出席を得るとともに、監査役による重要書類の閲覧、会計監査人
との定期および随時の情報交換の機会、内部監査部門との連携を確保する。また、必要に応じた
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

① 取締役および使用人の法令遵守

・
学び～）を行い、役員の識見を高めました。

・

ｅラーニング教材を配信し、自主的にコンプライアンスに関する感度を磨ける環境づくりに努めました。
・

適切に対応するとともに、利用状況を取締役に報告しました。
・

踏まえ、今後本件への対応を含めた法令遵守の体制の強化をはかってまいります。

② 損失の危険の管理

・
により、事業機会とリスクを評価し意思決定しました。

・
全社的管理を行っています。

・

訓練）も実施しております。
・

 教育するとともに、社内外の事故事例などを展開し、全社的な意識啓発に努めております。
・

踏まえ、今後再発防止に向けた全社的な取り組みの強化をはかってまいります。

③ 取締役の職務執行の効率性

・

④ 企業集団における業務の適正性

・

アンスなどの推進状況等について確認・フォローしました。
・

子会社の自主点検などの方法により、法令遵守等の状況を確認・フォローしました。

⑤  監査役への報告および監査の実効性

・

災害（地震、火災・爆発、水害など）に備え、防災防火会議を開催しております。また、全工場での

新任役員研修および役員法令講習会（企業不祥事と再発防止について～具体的事例からの

使用人のコンプライアンスに対する理解を一層深めるため、新入社員教育や階層別教育、全社職場
ミーティングで、「豊田自動織機 社員行動規範」を周知しております。海外拠点へは、周知を支援
するために作成した映像教材を６カ国語に翻訳し展開しております。また、毎月テーマを決めて

社外に設置した「企業倫理相談窓口」や社内の各種相談窓口が有効に機能するために、通報者に
不利益は及ばないことを明確に示し、制度の利用を使用人に周知しました。また、相談案件に

2023年３月17日公表のフォークリフト用エンジン認証問題について、 特別調査委員会の調査結果を

大規模な投資等の重要案件については、付議基準に基づき、取締役会およびマネジメントコミッティ

安全、品質、環境等のコンプライアンスとリスクについては、機能別の管理会議・委員会を開催し、

避難訓練に加え、各工場での工場本部訓練（初期消火、情報収集、搬送救護など有事の役割の

機密情報漏洩の未然防止のため、情報セキュリティや機密漏洩に関するマニュアルを整備して

2023年３月17日公表のフォークリフト用エンジン認証問題について、 特別調査委員会の調査結果を

方針管理制度により、中期経営計画および年度会社方針を策定し、これに基づき各組織の
実施事項を明確にして方針管理・日常管理を行いました。重要事項は、取締役会および
マネジメントコミッティで、付議基準に基づき審議・決議するとともに、その執行状況については、

意思決定、業務執行・法令遵守状況を把握できるよう、主要な役員会議体には監査役の出席の
機会を設けています。

取締役会、経営会議、事業執行会議、社長現場点検等で確認しました。

子会社の主管事業部等は、基本理念、会社方針などの重要な方針を子会社に展開し、子会社と
定期または随時に情報交換の機会を設け、子会社の会社方針や安全、品質、環境、コンプライ

内部監査部門および安全衛生や環境などの機能部門は、子会社の業務監査や点検シートによる

当社および子会社の取締役等から業務執行状況を監査役へ報告しました。また、取締役の重要な
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百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

連 結 持 分 変 動 計 算 書
2022年４月１日から
2023年３月31日まで

〔百万円未満切り捨て〕

親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

FVTOCIの
金融資産に係る

評価差額

確定給付制度
の再測定

2022年３月31日残高 80,462 102,388 1,514,657 △ 59,339 2,245,347 - 

その他の包括利益 △ 284,915 685

当期利益 192,861

685

自己株式の取得 △ 5

当 期 包 括 利 益 192,861 △ 284,915

剰余金の配当 △ 55,886

自己株式の処分 0 0

連結範囲の変更による
非支配持分の変動

子会社に対する
所有者持分の変動

58

△ 685

その他の増減 △ 1,201

利益剰余金への振替 1,015 △ 330

△ 685

2023年３月31日残高 80,462 101,245 1,652,648 △ 59,345 1,960,101 - 

所有者との取引額合計 - △ 1,143 △ 54,870 △ 5 △ 330

百万円

2022年３月31日残高 41,657 3,338 2,290,343 3,928,513

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
その他の資本の構成要素

合計在外営業活動体
の換算差額

キャッシュ・
フロー・ヘッジ 合計

93,454 4,021,967

当期利益 192,861 5,855 198,716

△ 225,065

当 期 包 括 利 益 54,374 2,931 △ 226,922 △ 34,061 7,713 △ 26,348

その他の包括利益 54,374 2,931 △ 226,922 △ 226,922 1,857

△ 5

自己株式の処分 0 0

自己株式の取得 △ 5

△ 58,560

子会社に対する
所有者持分の変動

58 △ 508 △ 449

剰余金の配当 △ 55,886 △ 2,674

- 

利益剰余金への振替 △ 1,015 - - 

連結範囲の変更による
非支配持分の変動

- 

△ 1,201

所有者との取引額合計 - - △ 1,015 △ 57,035 △ 3,182 △ 60,217

その他の増減 △ 1,201

3,935,4012023年３月31日残高 96,032 6,269 2,062,404 3,837,416 97,985
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１． 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結計算書類の作成基準

(2) 連結の範囲に関する事項

連結子会社 社

東久㈱、東海精機㈱、イヅミ工業㈱、トヨタエルアンドエフ東京㈱、大興運輸㈱、

㈱アイチコーポレーション、トヨタ マテリアル ハンドリング マニュファクチャリング フランス ㈱、

ミシガン オートモーティブ コンプレッサー㈱、トヨタ インダストリーズ ヨーロッパ㈱、

トヨタ マテリアル ハンドリング ヨーロッパ㈱、トヨタ インダストリーズ ノース アメリカ㈱、

トヨタ マテリアル ハンドリング ㈱、テーデー ドイチェ クリマコンプレッサー㈲、

トヨタ マテリアル ハンドリング オーストラリア㈱、

ティーディー オートモーティブ コンプレッサー ジョージア㈲、ウースター テクノロジーズ㈱、

インダストリアル コンポーネンツ アンド アタッチメンツ㈱、カスケード㈱、豊田工業(昆山)㈲、

トヨタ インダストリーズ コマーシャル ファイナンス㈱、烟台首鋼豊田工業空調圧縮機㈲、

豊田工業電装空調圧縮機（昆山）㈲、

ティーディー オートモーティブ コンプレッサー インドネシア㈱、

バスティアン ソリューションズ㈲、ファンダランデ インダストリーズ㈱、

トヨタ インダストリーズ エンジン インディア㈱、他245社

(3) 持分法の適用に関する事項

関連会社 社

トヨタL&F近畿㈱、ユー・エム・シー・エレクトロニクス㈱、アイチコーポレーション　グループ　1社、

トヨタ インダストリーズ ノース アメリカ　グループ　2社、レイモンド　グループ　2社、

ファンダランデ インダストリーズ　グループ　１社、他10社

(4) 連結範囲および持分法の適用の異動状況に関する事項

連結（新規） 社

トヨタ インダストリーズ ノース アメリカ　グループ　1社、トヨタ インダストリーズ ヨーロッパ　グループ　3社、

ファンダランデ インダストリーズ　グループ　1社、ヴィアストア　グループ　13社は、

新たに子会社となったため、連結の範囲に含めております。

連結（減少） 社

ウースター テクノロジーズ　グループ　2社、トヨタ インダストリーズ ノース アメリカ　グループ　1社、

トヨタ インダストリーズ ヨーロッパ　グループ　1社、バスティアン ソリューションズ　グループ　1社は、
合併および清算による消滅などに伴い、連結の範囲から除外しております。

持分法（新規） 無

持分法（減少） 無

連　 結　 注　 記　 表

当社グループの連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準

（以下「ＩＦＲＳ」という。）に準拠して作成しております。なお、本連結計算書類は同項後段の

規定により、ＩＦＲＳで求められる開示項目の一部を省略しております。

271

18

18

5
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(5) 連結子会社の事業年度に関する事項

連結子会社のうち、決算日が連結決算日（３月31日）と異なる子会社は次のとおりであります。

烟台首鋼豊田工業空調圧縮機㈲（12月31日）、他７社

おります。

(6) 会計方針に関する事項

① 金融資産の評価基準および評価方法

ⅰ) デリバティブ以外の金融資産

(ⅰ) 償却原価で測定する金融資産

(ⅱ) 公正価値で測定する金融資産

a） その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品

b） 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

ⅱ) デリバティブ以外の金融負債

当初認識後は、実効金利法による償却原価により測定しております。

中止しております。

金融商品の双方を生じさせる契約をいいます。当社グループは、契約の当事者となった時点で、

金融商品を金融資産または金融負債として認識しております。金融資産の売買は、取引日において

認識または認識の中止を行っております。

当社グループは、当初認識時に、デリバティブ以外の金融資産を償却原価で測定する金融資産、

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産および純損益を通じて公正価値

で測定する金融資産に分類しております。

豊田工業(昆山)㈲（12月31日）、豊田工業電装空調圧縮機(昆山)㈲（12月31日）、

なお、これらの子会社は連結決算日である３月31日で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用して

金融商品とは、一方の企業にとっての金融資産と、他の企業にとっての金融負債または資本性

金融資産に分類しております。公正価値で測定する金融資産は、その保有目的に応じて、

さらに以下の区分に分類しております。

投資先との取引関係の維持または強化を主な目的として保有する株式などの金融資産に

ついて、当初認識時に、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に指定

しております。

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品は、当初認識時に公正価値

当社グループは、契約上のキャッシュ・フローを回収することを事業上の目的として保有する

金融資産で、かつ金融資産の契約条件により特定の日に元本および元本残高に対する利息の

支払いのみによるキャッシュ・フローを生じさせる金融資産を、償却原価で測定する金融資産に

分類しております。償却原価で測定する金融資産は、当初認識時に公正価値で測定し、

当初認識後は、実効金利法による償却原価により測定しております。

当社グループは、償却原価で測定する金融資産以外の金融資産を、公正価値で測定する

公正価値で測定する金融資産のうち、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

金融資産に指定しなかった金融資産を、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産に

分類しております。
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、当初認識時に公正価値で測定し、

当初認識後の公正価値の変動を純損益として認識しております。

当社 グループ は、 デリバ テ ィ ブ以外 の金融 負債を 、当 初認識時 に公正価 値で測定 し、

で測定し、当初認識後の公正価値の変動をその他の包括利益として認識しております。ただし、

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産から生じる配当金については、

純損益として認識しております。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品の認識を中止した場合、

連結財政状態計算書上のその他の資本の構成要素に認識されていたその他の包括利益の

累積額を直接利益剰余金に振替えております。

当社グループは、契約上の義務が免責、取消しまたは失効した時点で、金融負債の認識を
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ⅲ) デリバティブ

採用しております。

② 棚卸資産の評価基準および評価方法

および販売に要する見積費用を控除して算定しております。

③ 有形固定資産および無形資産の減価償却または償却の方法

ⅰ) 有形固定資産

・ 建物及び構築物 ５－60年

・ 機械装置及び運搬具 ３－22年

ⅱ) 無形資産

・ ソフトウエア ３－５年

・ 開発資産 ２－10年

・ 顧客関連資産 12－20年

・ 技術関連資産 10－20年

④ 減損

ⅰ) 金融資産

　 関わらず、常に全期間の予想信用損失により損失評価引当金の額を算定しております。

いないものがあります。これらのデリバティブの公正価値の変動はすべて即時に純損益として

認識しております。
当社グループは、ヘッジ会計の手法としてキャッシュ・フロー・ヘッジおよび公正価値ヘッジを

採用しております。

棚 卸 資 産 は、 取得 原価 と 正 味実 現可 能 価 額の い ず れ か 低い 金額 で測 定し て お りま す。

棚卸資産は、購入原価、加工費および棚卸資産が現在の場所および状態に至るまでに発生した

当社グループは、為替および金利の変動リスクをヘッジするために、先物為替予約、通貨

オプション、通貨スワップ、金利スワップ、金利通貨スワップおよび金利オプションをヘッジ手段として

当社グループは、これらのすべてのデリバティブについて、デリバティブの契約の当事者となった

時点で資産または負債として当初認識し、公正価値により測定しております。
当社グループには、ヘッジ目的で保有しているデリバティブのうち、ヘッジ会計の要件を満たして

とおりであります。

耐用年数を確定できる無形資産は、それぞれの見積耐用年数にわたって定額法で償却して

おります。主な見積耐用年数は以下のとおりであります。

当社グループは、償却原価で測定する金融資産について、予想信用損失に基づき、金融資産

の減損を検討しております。
期末日時点で、金融商品にかかる信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合

その他のすべての原価を含んでおり、原価の算定にあたっては、主として移動平均法を使用して

おります。
また、正味実現可能価額は、通常の事業過程における予想売価から、完成までに要する見積原価

土地および建設仮勘定以外の有形固定資産は、それぞれの見積耐用年数にわたって定額法

で償却しております。使用権資産は、リース開始日から経済的耐用年数またはリース期間の

い ず れ か 短 い 期 間 に わ た り 規 則 的 に 償 却 し て お り ま す 。 主 な 見 積 耐 用 年 数 は 以 下 の

には、報告日後12ヶ月以内の生じ得る債務不履行事象から生じる予想信用損失（12ヶ月の予想

信用損失）により損失評価引当金の額を算定しております。一方、期末日時点で、金融商品に

かかる信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、当該金融商品の予想存続

期間にわたるすべての生じ得る債務不履行事象から生じる予想信用損失（全期間の予想信用

損失）により損失評価引当金の額を算定しております。
ただし、重大な金融要素を含んでいない売上債権およびリース投資資産については、上記に
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ⅱ) 非金融資産

　 資金生成単位グループで減損テストを実施しております。

⑤ 引当金の計上基準

⑥ 従業員給付

ⅰ) 退職後給付

当社グループは、棚卸資産および繰延税金資産を除く非金融資産の帳簿価額について、

報告期間の末日ごとに減損の兆候の有無を判断しております。減損の兆候が存在する場合には、

当該資産の回収可能価額に基づく減損テストを実施しております。また、のれんおよび耐用年数が
確定できない無形資産については、減損の兆候の有無に関わらず毎年減損テストを実施して

おります。
減損テスト実施の単位である資金生成単位については、他の資産または資産グループの

資産に固有のリスクを反映した税引前の割引率を用いて現在価値に割り引いております。
全社資産は独立したキャッシュ・インフローを生成しないため、全社資産に減損の兆候が

ある場合、当該全社資産が帰属する資金生成単位の回収可能価額に基づき減損テストを

実施しております。
減損損失は、資産または資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を超過する場合に認識して

おります。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、当該単位内の各資産の帳簿価額を

キャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生成させるものとして識別される

資産グループの最小単位としております。のれんについては、内部管理目的でモニターされて

いる最小の単位で、集約前における事業セグメントの範囲内において、資金生成単位または

資産または資金生成単位の回収可能価額は、処分費用控除後の公正価値と使用価値の

いずれか高い方の金額としております。使用価値の算定において、見積将来キャッシュ・フロー

は、貨幣の時間価値および将来キャッシュ・フローの見積りにおいて考慮されていない当該

時点まで減価償却または償却を続けた場合の帳簿価額を上限としております。なお、のれんに

関連する減損損失は戻し入れをしておりません。

引当金は、過去の事象の結果として、現在の法的または推定的債務が存在し、当社グループが

当該債務の決済をするために経済的便益を有する資源の流出が必要となる可能性が高く、

当該債務の金額について信頼性のある見積りができる場合に、引当金を認識しております。
貨幣の時間価値の影響に重要性がある場合には、見積もられた将来キャッシュ・フローを、

比例的に減額するように配分しております。
過去の期間に減損損失を認識した資産または資金生成単位については、報告期間の

末日ごとに過去の期間に認識した減損損失の戻し入れの兆候の有無を判断しております。

減損損失の戻し入れの兆候が存在する資産または資金生成単位については、回収可能価額を

見積り、回収可能価額が帳簿価額を上回る場合に減損損失の戻し入れを行っております。

減損損失の戻し入れ後の帳簿価額は、減損損失を認識しなかった場合に戻し入れが発生した

資産上限額に関する調整を行うことにより認識しております。確定給付型制度に関連する

負債(資産)の純額に係る再測定はその他の包括利益で認識し、発生時にその他の資本の

構成要素から直接利益剰余金に振替えております。また、過去勤務費用は発生時に純損益として

認識しております。なお、割引率は、当社グループの確定給付型制度の債務と概ね同じ満期日を

有する期末日の優良社債の利回りを使用しております。また、確定給付型制度に関連する負債

(資産)の純額に係る利息費用については、金融費用として表示しております。

貨幣の時間価値で割り引いた現在価値で測定しております。

当社グループは、従業員の退職後給付に充てるため、年金および一時金の確定給付型制度

および確定拠出型制度を採用しております。
確定給付型制度に関連する負債(資産)は、制度ごとに区別して、従業員が過年度および当年度

において提供したサービスの対価として獲得した将来給付見積額の現在価値から制度資産の

公正価値を差し引いた金額に対して、利用可能な経済的便益を検討の上、必要に応じて

確定拠出型制度の拠出は、従業員がサービスを提供した時点で費用として認識しております。
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ⅱ) 短期従業員給付

ⅲ) その他の長期従業員給付

ⅳ) 株式に基づく報酬

⑦ 収益

控除した金額で測定しております。

⑧ 外貨

ⅰ) 外貨建取引

ⅱ) 在外営業活動体

永年勤続旅行制度に対する債務は、従業員が過年度および当年度において提供したサービスの

対価として稼得した将来給付の見積額を現在価値に割り引いた額で認識しております。
割引率は、当社グループの長期従業員債務と概ね同じ満期日を有する期末日の優良社債の

利回りを使用しております。

当社グループは、株式に基づく報酬として、主に、海外の一部子会社で現金決済型の株式に

基づく報酬制度を導入しております。現金決済型の株式に基づく報酬は、取得した財または

短期従業員給付については、割引計算は行わず、関連するサービスが提供された時点で

費用として認識しております。
賞与については、従業員から過去に提供された労働の結果として支払うべき現在の法的または

推定的債務を 負っ ており、かつその 金額を信 頼性をもって 見積 もること ができる場合に、

支払われると見積もられる額を負債として認識しております。

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する

ステップ５：企業が履行義務の充足時に（または充足するにつれて）収益を認識する
当社グループは、自動車事業における車両、エンジン、鋳造品、カーエアコン用コンプレッサー、

電子機器、電池などの自動車関連の製品、産業車両事業におけるフォークリフトトラック、

ウェアハウス用機器、高所作業車などの製品、繊維機械事業における織機、紡機、糸品質測定機器、

綿花格付機器などの製品の販売を行っております。このような製品の販売については、製品が顧客

サービスおよび発生した負債の公正価値で測定しております。当該負債の公正価値は、期末日

および決済日に再測定し、公正価値の変動を純損益に認識しております。

当社グループは、下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

外貨建取引は、取引日において適用する為替レートで当社グループ各社の機能通貨に換算して

おります。期末日における外貨建貨幣性資産および負債は、期末日の為替レートで機能通貨に

再換算しております。公正価値で測定される外貨建非貨幣性資産および負債は、当該公正価値の

算定日における為替レートで機能通貨に再換算しております。

再換算および決済により発生した換算差額は、その期間の純損益で認識しております。

在外営業活動体の資産および負債は、取得により発生したのれんおよび公正価値の調整額を

に検収された時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると

判断していることから、通常は製品が顧客に検収された時点で収益を認識しております。製品の販売

から生じる収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引きおよび販売奨励金などを

また、保守契約や、自動倉庫、物流ソリューションなどの工事契約を含むサービスの提供に

ついては、履行義務の進捗に応じて収益を認識しております。進捗度は、主として見積原価総額に

対する累計発生原価の割合で算出しております。

含め、期末日の為替レートで換算しております。また、在外営業活動体の収益および費用は、

為替レートが著しく変動している場合を除き、期中の平均レートで換算しております。為替レートに

著しい変動がある場合には、取引日の為替レートが使用されます。
換算差額はその他の包括利益で認識しております。在外営業活動体を処分し、支配、重要な

影響力または共同支配を喪失する場合には、この在外営業活動体に関連する換算差額の

累積額は、処分に係る利得または損失の一部として純損益に振り替えられます。
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(7) 会計上の見積りに関する注記

① のれんおよび耐用年数を確定できない無形資産

ⅰ) 当連結会計年度計上額

のれん 百万円

耐用年数を確定できない無形資産 百万円

ⅱ) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

価値に基づき算定しております。

５年超のキャッシュ・フローは、一定の成長率で逓増すると仮定しております。

成長率は、資金生成単位が属する市場の長期期待成長率を参考に決定しております（０～３％程度）。

割引率は、各資金生成単位の税引前の加重平均資本コストを基礎に算定しております（８～９％程度）。

重要な減損が発生する可能性は低いと判断しております。

② 従業員給付　数理計算上の仮定

ⅰ) 当連結会計年度計上額 百万円

ⅱ) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

に記載のとおりであります。

次のとおりであります。

〔百万円未満切り捨て〕

231,608

45,403

当社グループは、のれんおよび耐用年数を確定できない無形資産について、毎年または減損

の兆候がある場合には随時、減損テストを実施しております。減損テストの回収可能価額は、使用

使用価値は、主として経営者が承認した今後５年分の事業計画を基礎としたキャッシュ・フロー

割引率 1.32％ 4.54％

他 の 仮 定 に 変 更 が な い と し て 、 以 下 に 示 さ れ た 割 合 で 割 引 率 が 変 動 し た 場 合 、

確定給付制度債務は次のとおり変動します。感応度分析はその他の仮定に変更がないことを

前提としておりますが、実際には他の仮定の変化が感応度分析に影響する可能性があります。

の見積額を現在価値に割り引いて計算しております。なお、キャッシュ・フローの見積りにおいて、

なお、減損判定に用いた主要な仮定が合理的に予測可能な範囲で変動した場合においても、

81,422

金額の算出方法につきましては、「(6) 会計方針に関する事項 ⑥従業員給付 ⅰ)退職後給付」

確定給付制度債務の現在価値の算定に使用した重要な数理計算上の仮定（加重平均）は、

国内 海外

0.5％上昇 △ 5,783

0.5％下降 6,213

割引率

百万円 

国内
0.5％上昇 △ 9,336

0.5％下降 10,185

海外
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③ 製品保証引当金

ⅰ) 当連結会計年度計上額 百万円

ⅱ) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

踏まえて見積っております。

一方、実際の保証費用が引当額を下回った場合は引当金戻入益を計上することになります。

④ その他国内認証関連引当金

ⅰ) 当連結会計年度計上額 百万円

ⅱ) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

仕入先に対する補償など、出荷停止に伴い発生する費用が含まれております。

があります。

２． 連結財政状態計算書に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 百万円

減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

(2) 資産から直接控除した損失評価引当金

営業債権及びその他の債権 百万円

(3) 担保資産および担保付債務

① 担保に供している資産

営業債権及びその他の債権 百万円

棚卸資産

有形固定資産

投資有価証券

計

② 担保付債務

短期借入金 百万円

その他

計

(4) 輸出手形割引高 百万円

３． 連結損益計算書に関する注記

その他の費用

① 製品保証引当金繰入額 百万円

② その他国内認証関連損失 百万円

認識しております。不具合対策の実施が決定されている特定の製品について、台当たりの

処 置 費 用 、 処 置 の 見 込 台 数 等 に 基 づ き 製 品 保 証 費 用 の 発 生 見 込 額 を 個 別 に

見積り計上しております。また、処置の見込台数は、過去のリコール等における実績等を

引当金の見積りにおいて想定していなかった製品の不具合による保証義務の発生や、引当額を

超えて保証費用が発生する場合は、製品保証引当金の追加計上が必要となる可能性があります。

11,079

27,281

製品保証引当金は、将来の無償修理に要する費用の支出が見込まれる金額の引当金として

35,862

4,966

9

186,460

227,297

31,805

その他国内認証関連引当金には、受注済フォークリフトの納期遅延に伴い発生する代車費用や

その見積額は、月当たりの発生額、型式ごとの出荷停止期間の見積りを基礎として計上して

おります。この計算は見積りによるものであり、本質的に不確実性を内包しております。従って、

実際の費用は見積りと異なることがあり、引当金の積み増しまたは取り崩しが必要となる可能性

1,781,138

13,521

32,092

63,898

97

9,653

11,098

- 11 -



４． 連結持分変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末における発行済株式の種類および総数

普通株式 株

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

５． 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 資本管理

② リスク管理に関する事項

ⅰ) リスク管理方針

であります。

325,840,640

決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）
１株当たり配当額

（円）
基準日

2022年10月28日
取締役会

普通株式 27,943 90 2022年９月30日 2022年11月25日

効力発生日

2022年４月28日
取締役会

普通株式 27,943 90 2022年３月31日 2022年５月26日

効力発生日

2023年４月27日
取締役会

普通株式 31,047 利益剰余金 100 2023年３月31日 2023年5月25日

決議
株式の
種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり

配当額（円）
基準日

する持分から新株予約権を除いた金額を自己資本と定義しております。

なお、当社は2023年３月31日現在、外部から資本規制を受けておりません。

当社グループは、営業活動に係わる財務リスク(信用リスク・流動性リスク・市場リスク等)に晒されて

おりますが、当該リスクの影響を回避または低減するために、トレジャリーポリシーに基づきリスク管理

を行っております。
デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針

当社グループは、事業活動のための適切な資金調達、適切な流動性の維持および健全な財政状態

の維持を財務方針としております。当社グループの財務状況は引き続き健全性を保っており、

現金及び現金同等物、有価証券などの流動性資産に加え、営業活動によるキャッシュ・フロー、

社債の発行と金融機関からの借入れによる調達などを通じて、現行事業の拡大と新規事業の開拓に

必要な資金を十分に提供できるものと考えております。当社は、資本のうち親会社の所有者に帰属
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(ⅰ) 信用リスク

(ⅱ) 流動性リスク

(ⅲ) 市場リスク
a） 為替変動リスク

利用してヘッジしております。
b） 金利変動リスク

c） 資本性金融商品の価格変動リスク

であります。なお、取引先について重大な信用リスクの集中はありません。
デリバティブ取引の利用にあたっては、カウンター・パーティ・リスクを軽減するため、主に

格付機関が信用力が高いと判定している金融機関とのみ取引を行っております。
なお、売上債権、リース投資資産および販売金融に係る貸付金について、これら債権の全部

または一部について回収ができず、または回収が極めて困難であると判断された場合には

債務不履行とみなしております。

当社グループの主な債権である売上債権、リース投資資産および販売金融に係る貸付金には、
信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)があります。当社グループは、トレジャリーポリシー
などの社内規程に基づき、主要な取引先の状況を格付けや決算書等に基づいて定期的に

モニタリングするとともに、期日管理および残高管理を行うことで、財務状況の悪化等による

回収懸念の早期把握や軽減をはかっております。なお、リース投資資産は、リース対象資産の

所有権は移転せず、また期日管理および残高管理を行っているため、回収リスクは僅少

資産については、過去の貸倒実績等を考慮して集合的に予想信用損失を測定しております。

著しい景気変動等の影響を受ける場合には、過去の貸倒実績に基づく引当率を補正し、

現在および将来の経済状況の予測を反映させる方針であります。

・販売金融に係る貸付金に係る予想信用損失の測定
期末日時点で、販売金融に係る貸付金に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大して

いない場合には、過去の貸倒実績率等をもとに将来12ヵ月の予想信用損失を集合的に

金融資産の帳簿価額の合計額は信用リスクの最大エクスポージャーを表しております。

・売上債権およびリース投資資産に係る予想信用損失の測定
売上債権には重大な金融要素が含まれていないため、売上債権の回収までの全期間の

予想信用損失をもって損失評価引当金の額を算定しております。リース投資資産については、

リース投資資産の回収までの全期間の予想信用損失をもって損失評価引当金の額を算定して

おります。経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する売上債権およびリース投資

とみなされた場合は、信用減損金融資産としております。

当社グループは、社債および借入金により資金を調達していますが、資金調達環境の悪化等に

より支払期日にその支払いを実施できなくなる流動性リスクに晒されております。当社グループは、

ト レ ジ ャ リ ー ポ リ シ ー に 基 づ き 、 適 時 に 資 金 計 画 な ど を 作 成 す る と と も に 、 手 元 資 金 と

コミットメントラインで手元流動性を確保しております。

当社グループは、グローバルに事業を展開していることから外貨建の取引を行っており、損益

見積もって当該金融商品に係る損失評価引当金の額を算定しております。著しい景気変動等の

影響を受ける場合には、過去の貸倒実績に基づく引当率を補正し、現在および将来の

経済状況の予測を反映させる方針であります。一方、期末日時点で、期日経過や財務状況の

悪化等により信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合は、過去の貸倒実績や

将来の回収可能価額などをもとに、その金融商品の回収に係る全期間の予想信用損失を個別

に見積もって当該金融商品に係る損失評価引当金の額を算定しております。また、債務不履行

債務のキャッシュ・フローのマッチングを行うことなどにより、当該リスクをヘッジしております。

当社グループは、業務上の関係を有する企業の上場株式を保有しており、資本性金融商品の

価格変動リスクに晒されております。これらの金融商品については、取引先企業との関係や、

取引先企業の財務状況等を勘案し、保有状況を継続的に見直しております。
なお、当社グループは、短期トレーディング目的で保有する資本性金融商品はなく、これらの

投資を活発に売買することはしておりません。

およびキャッシュ・フロー等が為替変動の影響を受けるリスクに晒されております。当社

グループは、トレジャリーポリシーに基づき、外貨建の金銭債権債務について、通貨別に把握

された為替変動リスクに対して、原則として先物為替予約、通貨オプションおよび通貨スワップを

当社グループは、金融機関からの借入れまたは社債発行などを通じて資金調達を行って

おり、資金の調達や運用などに伴う金利変動リスクに晒されております。当社グループは、

このような金利変動リスクに対して、原則として金利スワップ、金利オプションおよび債権と
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(2) 金融商品の公正価値等に関する事項

公正価値の測定に使用されるインプットは、以下の３つのレベルがあります。

・ レベル１

しております。

・ レベル２

含んでおります。

・ レベル３

重要な最も低いレベルのインプットに基づいて公正価値のレベルを決定しております。

おります。また、公正価値の変動に影響を与える重要な指標の推移を継続的に検証しております。

① 償却原価で測定する金融商品

償却原価で測定する金融商品の帳簿価格と公正価値は、次のとおりであります。

金融資産

リース投資資産

金融負債

社債

長期借入金

（注） １年内回収、償還および返済予定の残高が含まれております。

短期金融負債については、公正価値は帳簿価額と近似しているため、注記を省略しております。

場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

限られた市場のデータしか存在しないために、市場参加者が資産または負債の価格を決定する

上で使用している前提条件についての当社グループの判断を反映した観察不能なインプットを

使用しております。当社グループは、当社グループ自身のデータを含め、入手可能な最良の情報に

基づき、インプットを算定しております。

公正価値測定に複数のインプットを使用している場合には、その公正価値測定の全体において

公正価値の測定は、当社グループの評価方針および手続きに従い経理部門によって行われており、

測定日現在で当社グループがアクセスできる活発な市場(十分な売買頻度と取引量が継続的に

確保されている市場)における同一資産または負債の市場価格を、調整を入れずにそのまま使用

活発な市場における類似の資産または負債の公表価格、活発でない市場における同一の資産

または負債の公表価格、資産または負債の観察可能な公表価格以外のインプットおよび相関

その他の手法により、観察可能な市場データによって主に算出または裏付けられたインプットを

424,086 424,086

貸付金および
販売金融に係る
貸付金

259,871 -  -  248,146 248,146

金融商品の個々の性質、特徴ならびにリスクを最も適切に反映できる評価モデルにて実施して

〔百万円未満切り捨て〕

帳簿価額
公正価値

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

393,382 -  391,856

443,652 -  -  

償却原価で測定する現金同等物、営業債権及びその他の債権(貸付金および販売金融に係る

貸付金、およびリース投資資産を除く）などの短期金融資産および営業債務及びその他の債務などの

リース投資資産の公正価値は、将来のリース受取料の合計額を、新規に同様のリース取引を行った

場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

貸付金および販売金融に係る貸付金の公正価値は、元利金の合計額を、新規に同様の貸付けを

行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

-  391,856

1,015,019 -  1,009,566 -  1,009,566

社債および長期借入金の公正価値は、将来の元利金の合計額を、新規に同様の借入れを行った
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② 経常的に公正価値で測定する金融資産および金融負債の公正価値

金額的重要性はありません。また、レベル間の振替はありません。

レベル３に分類された金融商品の増減は、次のとおりであります。

〔百万円未満切り捨て〕

（注） その他の包括利益に含まれている利得および損失は、決算日時点のその他の包括利益を通じて

純損益を通じて公正価値で
測定する金融資産

デリバティブ資産 -  31,432 -  31,432

公正価値で測定する金融商品の公正価値ヒエラルキーは、次のとおりであります。なお、その他の

包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産には、負債性金融商品が含まれておりますが、

〔百万円未満切り捨て〕

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

合計 3,144,191 32,268 155,549 3,332,008

純損益を通じて公正価値で
測定する金融負債

その他 2,827 -  6,202 9,029

その他の包括利益を通じて
公正価値で測定する金融資産

3,141,363 835 149,346 3,291,545

デリバティブは先物為替予約、通貨オプション、金利スワップ、金利通貨スワップおよび金利

オプションに係る取引であります。
先物為替予約の公正価値は、為替相場等観察可能な市場データに基づき算定しております。通貨

オプション、金利スワップ、金利通貨スワップおよび金利オプションの公正価値は、観察可能な

市場データに基づいて取引先金融機関等が算定したデータを使用しております。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産である非上場株式、その他の持分証券の

デリバティブ負債 -  9,577 -  9,577

合計 -  9,577 -  9,577

購入 1,578

売却 △ 71

その他 △ 18

公正価値測定は、修正簿価純資産方式により算出しております。非上場株式の公正価値測定で

用いている重要な観察不能なインプットである非流動性ディスカウントは、30％で算定しております。

期首残高 138,115

その他の包括利益に含まれている
利得および損失（注）

15,944

期末残高 155,549

公正価値で測定する金融資産に関するものであります。
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６． 収益認識に関する注記

① 収益の分解

〔百万円未満切り捨て〕

（注） １　顧客との契約から生じる収益のうち、一定期間で認識される収益は産業車両セグメントで

計上しており、その金額は460,237百万円であります。

２　その他の源泉から生じる収益は、ＩＦＲＳ第16号に基づくリース収益等であり、主に産業車両

セグメントで計上しております。

３　金額的重要性が増したため、ファイナンス・リース取引に係る機台売上相当額を

顧客との契約から生じる収益からその他の源泉から生じる収益に組替えております。

含むサービスの提供を行っており、国内外のユーザーおよび代理店を主な顧客としております。

販売を行っており、国内外の販売店を主な顧客としております。

しております。

「カーエアコン用コンプレッサー」等を集約し、報告セグメント「自動車」としております。また、収益は

顧客の所在地に基づき地域別に分解しております。これらの分解した収益と各報告セグメントの

売上高との関連は、次のとおりであります。

日本 米国 その他 合計

当社グループは、「自動車」、「産業車両」、「繊維機械」の３つを報告セグメントとしております。

売上高の推移など経済的特徴が概ね類似している事業セグメント「車両」、「エンジン」および

322,404

 カーエアコン用
 コンプレッサー

92,393 142,892 194,481 429,767
自動車

 車両 83,112 -  -  83,112

 エンジン 269,632 321 52,450

 電子機器ほか 93,733 11,900 16,919 122,553

産業車両 275,917 782,042 856,198 1,914,158

繊維機械 1,562 3,216 79,531 84,309

その他 53,700 -  243 53,943

顧客との契約から生じる収益 870,052 940,372 1,199,824 3,010,249

その他の源泉から生じる収益 5,408 202,795 161,437 369,641

電子機器、電池などの自動車関連の製品の販売を行っており、国内外の自動車関連メーカーを主な

顧客としております。
産 業 車 両 セ グ メ ン ト に お き ま し て は 、 フ ォ ー ク リ フ ト ト ラ ッ ク 、 ウ ェ ア ハ ウ ス 用 機 器 、

高所作業車などの製品の販売および保守契約や、自動倉庫、物流ソリューションなどの工事契約を

繊維機械セグメントにおきましては、織機、紡機、糸品質測定機器、綿花格付機器などの製品の

これらの製品の販売等にかかる収益は、「(6) 会計方針に関する事項 ⑦収益」に従って、会計処理

合計 875,460 1,143,168 1,361,262 3,379,891

自動車セグメントにおきましては、車両、エンジン、鋳造品、カーエアコン用コンプレッサー、
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② 契約残高

顧客との契約から生じた債権、契約資産および契約負債の残高は、次のとおりであります。

〔百万円未満切り捨て〕

その他の債権に含まれており、契約負債は、営業債務及びその他の債務に含まれております。

残高も組替えております。

③ 残存履行義務に配分した取引価格

認識が見込まれる期間は次のとおりであります。また、当社グループは実務上の便法を適用している

ため、以下の金額には個別の予想契約期間が１年以内の取引は含まれておりません。

〔百万円未満切り捨て〕

１年以内

１年超５年以内

５年超

合計

７． １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり親会社所有者帰属持分

(2) 基本的１株当たり当期利益

８． 偶発事象

出荷を再開したことを公表しました。

型式の指定・認定取消しの行政処分を受けております。

現時点で合理的に見積ることが困難であります。

　2023年３月31日残高 579,620 74,386 120,428

連結財政状態計算書において、顧客との契約から生じた債権および契約資産は、営業債権及び

当連結会計年度において認識された収益について、契約負債の期首残高に含まれていた金額は

顧客との契約から
生じた債権

契約資産 契約負債

　2022年４月１日残高 462,327 51,170 140,730

313,703

290,365

4,391

608,460

12,359円66銭

621円17銭

140,154 百 万 円 で あ り ま す 。 ま た 、 当 連 結 会 計 年 度 に お い て 、 過 去 の 期 間 に 充 足

( ま た は 部 分 的 に 充 足 ) し た 履 行 義 務 か ら 認 識 し た 収 益 の 額 に 重 要 性 は あ り ま せ ん 。

なお、当連結会計年度より、ファイナンス・リース取引に係る機台売上相当額を顧客との契約から

生じる収益からその他の源泉から生じる収益に組替えたため、顧客との契約から生じた債権から

リース投資資産を除いております。この表示方法の変更を反映させるため、当連結会計年度の期首の

当連結会計年度末において残存する履行義務に配分した取引価格の総額および収益の

ディーゼルエンジン２機種とガソリンエンジン１機種の計３機種を搭載するフォークリフトなどの出荷停止を

決定し、国土交通省、環境省、経済産業省に報告いたしました。このうち、ディーゼルエンジン２機種

お よ び そ れ を 搭 載 す る フ ォ ー ク リ フ ト に つ き ま し て は 、 2023 年 ４ 月 26 日 に 国 土 交 通 省 よ り

北米および国内市場向けエンジンの認証問題については、現在も調査および関係各所との

協議は継続して行われており、当社の連結計算書類に与える影響は、既に判明した影響額以外に

当社は2021年５月21日公表のとおり、北米で販売するエンジン式フォークリフトの一部機種の搭載

エンジンについて、米国法定エンジン認証の取得に遅れが生じたため、米国生産拠点のトヨタ

マテリアル ハンドリング株式会社における当該機種の生産および出荷を停止しておりましたが、

2022年５月17日に、主力機種である小型ＬＰＧ車のエンジン認証を取得し、2022年５月12日から

そ の 後 、 国 内 市 場 向 け フ ォ ー ク リ フ ト 用 エ ン ジ ン に つ い て 、 経 年 劣 化 に よ る 排 出 ガ ス 国内

規制値の超過と、排出ガス国内認証に関する法規違反の可能性を確認したため、2023年３月17日、
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百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

百万円 百万円 百万円 百万円

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
2022年４月１日から

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益

剰余金
合計

固定資産

圧縮

積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

2023年３月31日まで
〔百万円未満切り捨て〕

株　　　　主　　　　資　　　　本

資本金

資  本  剰  余  金 利　益　剰　余　金

自己株式
株主資本

合計資本
準備金

その他
資本
剰余金

211 280,000 619,002 916,218 △59,339 1,042,882当 期 首 残 高 80,462 101,766 3,773 105,540 17,004

積 立 金 取 崩

当 期 変 動 額

△  3 3 - -

当 期 純 利 益

剰 余 金 の 配 当

112,565 112,565 112,565

△ 55,886 △ 55,886 △ 55,886

自 己 株 式 の 処 分 0 0

自 己 株 式 の 取 得

0 0

△ 5 △ 5

当 期 変 動 額 合 計 - - 0 0

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 末 残 高 80,462 101,766 3,773 105,540 17,004 208 280,000 675,685 972,898 △59,345 1,099,556

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産
合計

その他
有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ損
益

評価・換算差
額等合計

56,673- △  3 - 56,682 56,679 △ 5

当 期 変 動 額

当 期 首 残 高 2,204,012 △  720 2,203,291 3,246,174

剰 余 金 の 配 当 △   55,886

積 立 金 取 崩 -

自 己 株 式 の 取 得 △   5

当 期 純 利 益 112,565

当 期 変 動 額 合 計 △ 299,686 567 △  299,119 △  242,445

自 己 株 式 の 処 分 0

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

△ 299,686 567 △  299,119 △  299,119

当 期 末 残 高 1,904,325 △  153 1,904,172 3,003,728
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１． 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準および評価方法

① 有価証券

子会社株式および関連会社株式…移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの…時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等…移動平均法による原価法

② 棚卸資産

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

(3) 繰延資産の処理方法

社債発行費は支出時に全額を費用として処理しております。

(4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 退職給付引当金

基づき計上しております。

イ　退職給付見込額の期間帰属方法

ロ 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

基づく事業年度末要支給額を計上しております。

③ 製品保証引当金

見積もることができる費用につきましては当該金額を計上しております。

④ その他国内認証関連引当金

個　 別　 注　 記　 表

有形固定資産については定率法、無形固定資産については定額法を採用しております。

一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特 定の 債権 につ いて は個別に

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる

方法については、給付算定式基準によっております。

受注済フォークリフトの納期遅延に伴い発生する代車費用や仕入先に対する補償など、出荷停止に

伴い発生する損失に備えるため、当事業年度末において個別に発生額を見積もることができる

費用につきましては当該金額を計上しております。

過去勤務費用は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により費用処理

しております。
数理 計算 上の 差異 は、 各事業年度の 発生 時に おけ る従 業員の平均残存勤 務期 間に よる

定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

また、役員退任慰労引当金については、役員の退任慰労金の支出に備えて、役員退任慰労金規定に

特定の製品の不具合対応のための無償修理に備えるため、当事業年度末において個別に発生額を
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(5) 収益及び費用の計上基準

下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

ステップ１：顧客との契約を識別する

ステップ２：契約における履行義務を識別する

ステップ３：取引価格を算定する

ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する

ステップ５：企業が履行義務の充足時に（または充足するにつれて）収益を認識する

控除した金額で測定しております。

(6) ヘッジ会計の方法

(7) 退職給付に係る会計処理

２． 会計方針の変更に関する注記

時価の算定に関する会計基準の適用

財務諸表に与える影響はありません。

３． 表示方法の変更に関する注記

ついては、重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。

自動車事業における車両、エンジン、鋳造品、カーエアコン用コンプレッサー、電子機器、電池などの

自動車関連の製品、産業車両事業におけるフォークリフトトラック、ウェアハウス用機器などの製品、繊維

機械事業における織機、紡機などの製品の販売を行っております。このような製品の販売については、

主に自動車事業においては、当社の知的財産に関するライセンスを含む製品をライセンス先が

生産することによりロイヤルティ収入が生じております。ロイヤルティ収入は、ライセンス先の生産量を

算定基礎として測定し、ライセンス先が当社の知的財産に関するライセンスを使用する時と、生産量に

基づくロイヤルティの一部または全部が配分されている履行義務が充足される時の、いずれか遅い時点

で収益を認識しております。

ヘッジ会計の方法は繰延ヘッジによっております。

製品が顧客に検収された時点において顧客が当該製品に対する支配を獲得し、履行義務が充足

されると判断していることから、通常は製品が顧客に検収された時点で収益を認識しております。製品の

販売から生じる収益は、顧客との契約において約束された対価から、値引きおよび販売奨励金などを

また、保守契約や、自動倉庫、物流ソリューションなどの工事契約を含むサービスの提供については、

履行義務の進捗に応じて収益を認識しております。進捗度は、主として見積原価総額に対する累計

発生原価の割合で算出しております。

退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の

方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。

以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準

適 用 指 針 第 27- ２ 項 に 定 め る 経 過 的 な 取 扱 い に 従 っ て 、 時 価 算 定 会 計 基 準 適 用

指 針 が 定 め る 新 た な 会 計 方 針 を 、 将 来 に わ た っ て 適 用 す る こ と と い た し ま し た 。 こ れ に よ る

なお、先物為替予約取引、通貨オプション取引および通貨スワップ取引については、振当処理の

要件を満たしてい る場合は振当処理 を、 金利 スワ ップ取引については、 特例処理 の要 件を

満たしている場合は特例処理を採用しております。
当事業年度においては、先物為替予約取引、通貨オプション取引、通貨スワップ取引および

金利スワップ取引を借入金・社債・債権債務・予定取引の為替変動リスクおよび借入金・社債の

金利変動リスクをヘッジする目的で利用しております。

前事業年度の貸借対照表において「流動負債」の「未払費用」に含めておりました「引当金」に
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４． 会計上の見積りに関する注記

(1) 市場価格のない子会社株式

① 当事業年度計上金額 百万円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

場合を除いて、期末において相当の減額処理を行うこととしています。

十分な証拠によって裏付けられず減損処理が必要となる可能性があります。

(2) 退職給付引当金

① 当事業年度計上金額 百万円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

②退職給付引当金」 に記載のとおりであります。

　退職給付債務の現在価値の算定に使用した割引率は、0.45％であります。

実際には他の仮定の変化が感応度分析に影響する可能性があります。

0.5％上昇 百万円

0.5％下降 百万円

(3) 製品保証引当金

① 当事業年度計上金額 百万円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

あります。

(4) その他国内認証関連引当金

① 当事業年度計上金額 百万円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

とおりであります。

45,819

金額の算出方法につきましては、「1．重要な会計方針に係る事項 (4）引当金の計上基準

他の仮定に変更がないとして、以下に示された割合で割引率が変動した場合、退職給付債務は

次のとおり変動します。感応度分析はその他の仮定に変更がないことを前提としておりますが、

△ 10,976 

12,229 

466,971

市場価格のない子会社株式について、当該子会社株式の発行会社の財政状態の悪化により

株式の実質価額が取得原価に比べて50％以上低下した場合に、実質価額が著しく低下したと

判断し、事業計画等においておおむね5年以内に回復することが十分な証拠によって裏付けられる

将来の事業環境の変化などにより、事業計画等の仮定が著しく変動した場合、回復可能性が

21,392

金額の算出方法につきましては、連結注記表「1．連結計算書類の作成のための基本となる重要な

事項に関する注記等 (7）会計上の見積りに関する注記 ③製品保証引当金」に記載のとおりで

11,079

金額の算出方法につきましては、連結注記表「1．連結計算書類の作成のための基本となる重要な

事項に関する注記等 (7）会計上の見積りに関する注記 ④その他国内認証関連引当金」に記載の

- 21 -



５． 貸借対照表に関する注記

(1) 担保資産および担保付債務

① 担保に供している資産

投資有価証券 百万円

② 担保付債務

流動負債（その他） 百万円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 百万円

減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

(3) 保証債務

① 金融機関に対する債務保証 百万円

② 営業取引に対する債務保証 百万円

(4) 輸出手形割引高 百万円

(5) 関係会社に対する金銭債権および金銭債務

① 短期金銭債権 百万円

② 長期金銭債権 百万円

③ 短期金銭債務 百万円

④ 長期金銭債務 百万円

６． 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

① 売上高 百万円

② 仕入高 百万円

③ 営業取引以外の取引高 百万円

(2) 特別損失

① 製品保証引当金繰入額 百万円

② その他国内認証関連損失 百万円

７． 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

８． 税効果会計に関する注記

あります。

186,460

32,083

726,293

280,189

10,035

169,442

79,007

9,653

11,098

株式の種類 当期首 増加 減少

97

167,657

39,029

164,832

671

774,081

当期末

普通株式 15,360,786 株 764 株 28 株 15,361,522 株

繰延税金資産の発生の主な原因は、退職給付引当金、未払費用等の損金算入限度超過額であり、

評価性引当額を控除しております。繰延税金負債の発生の主な原因は、その他有価証券評価差額金で
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９． 関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社および法人主要株主等

（被所有） 自動車、エンジン等

の販売　※1

 直接 自動車、エンジン等

 間接 の部品の購入　※2

（注） 取引条件および取引条件の決定方針等

※1 自動車、エンジン等の販売については、総原価、第三者との取引価格を勘案して、

当社希望価格を提示し、毎期価格交渉のうえ、決定しております。

また、取引価格以外の取引条件については、第三者との取引と同様な条件で

決定しております。

※2 自動車、エンジン等の部品の購入については、提示された価格、第三者との

取引価格を勘案して、毎期価格交渉のうえ、決定しております。

また、取引価格以外の取引条件については、第三者との取引と同様な条件で

決定しております。

(2) 子会社および関連会社等

（所有）

間接

（所有）

間接

（注） 取引条件および取引条件の決定方針等

※1 トヨタ インダストリーズ コマーシャル ファイナンス㈱ に対する債務保証については、

ミディアム・ターム・ノートに対する債務保証であり、一定の料率に基づく

債務保証料を受領しております。取引金額は期末時点の債務保証残高であります。

※2 トヨタ インダストリーズ ファイナンス インターナショナル㈱ に対する債務保証については、

ミディアム・ターム・ノートおよびコマーシャル・ペーパー に対する債務保証であり、

一定の料率に基づく債務保証料を受領しております。取引金額は期末時点の

債務保証残高であります。

24.7
29,244 買掛金 83,584

0.0

期末残高
（百万円）

売掛金

種類
会社等
の名称

議決権等の 関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目

52,782

所有(被所有)

割合（％）

科目
期末残高
（百万円）所有(被所有)

割合（％）

子会社

ﾄﾖﾀ
ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ

ｺﾏｰｼｬﾙ
ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱

債務の保証
ミディアム・ターム・
ノートへの債務保証
※1

177,461 -

種類
会社等
の名称

議決権等の 関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（百万円）

その他の
関係会社

トヨタ
自動車㈱

製品の販売、
部品の購入、
および役員の兼務

419,107
受取手形 20,901

100.0

-
100.0

子会社

ﾄﾖﾀ
ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ

ﾌｧｲﾅﾝｽ
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ

㈱

資金の貸付、
債務の保証

ミディアム・ターム・
ノートおよびコマー
シャル・ペーパー
への債務保証
※2

102,727 - -
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１０． １株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額

(2) １株当たり当期純利益

１１． 偶発事象

出荷を再開したことを公表しました。

型式の指定・認定取消しの行政処分を受けております。

現時点で合理的に見積ることが困難であります。

9,674円50銭

362円56銭

当社は2021年５月21日公表のとおり、北米で販売するエンジン式フォークリフトの一部機種の搭載

エン ジンについて、米国法定エンジン認証の取得に遅れが生じたため、米国生産拠点のトヨタ

お よ び そ れ を 搭 載 す る フ ォ ー ク リ フ ト に つ き ま し て は 、 2023 年 ４ 月 26 日 に 国 土 交 通 省 よ り

北米 およ び 国内 市場 向け エ ン ジ ン の認 証問題について は、 現在も 調査お よび関係 各所 との

協議 は継続 して 行わ れて おり、当 社の 計算書類に与える 影響 は、 既に 判明した 影響 額以外に

マテリアル ハンドリング株式会社における当該機種の生産および出荷を停止しておりましたが、

2022年５月17日に、主力機種である小型ＬＰＧ車のエンジン認証を取得し、2022年５月12日から

そ の 後 、 国 内 市 場 向 け フ ォ ー ク リ フ ト 用 エ ン ジ ン に つ い て 、 経 年 劣 化 に よ る 排 出 ガ ス 国 内

規制値の超過と、排出ガス国内認証に関する法規違反の可能性を確認したため、2023年３月17日、

ディーゼルエンジン２機種とガソリンエンジン１機種の計３機種を搭載するフォークリフトなどの出荷停止を

決定し、国土交通省、環境省、経済産業省に報告いたしました。このうち、ディーゼルエンジン２機種
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